
(１) ベランダには物を置かない (２) 補助錠を付ける

市営住宅にお住まいの方へ

窓やベランダからの子どもの
 転落事故防止についてのお願い

・近年、子どもの転落事故が相次いで発生していることから、今一度、【 窓 】や

　【 ベランダ 】周りの御確認や【 補助錠 】の設置をお願いいたします。

　共用部の外廊下や外階段、各住戸のベランダに適切な手すりが設置されていても、

その前に物が置かれていると、子どもがよじ登り手すりを乗り越え落下してしまい

ます。腰の高さに窓台がくる窓の場合も同様です。

　　手すりの前や窓際に、

　台や物置、椅子、テーブ

　　また、外廊下や外階段、

　ベランダは、災害時には避難経路になることから、

　不用意に物を置かないようにしましょう。

子どもの転落事故を防ぐには？

外廊下やベランダ、窓際に子どもがよじ登れるものが置かれてませんか？

　　　　　　　　　 ※【 補助錠 】はお近くのホームセンター等で購入できます。

出典：「安全・安心なマンションのために」
　　　国土交通省　国土技術政策総合研究所
　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年３月発行より

　ル、ベッド等が置かれて

　いないか確認しましょう。

　　　　　出典：「ご注意ください！窓やベランダからの子どもの転落事故」
　　　　　　　　政府広報オンラインより

ウラ面あり



　　　　　　　　　電話／ＦＡＸ：０１７８－７３－５０４５

【 問合せ先 】　八戸市建設部建築住宅課

　　　　　　　　　八戸市内丸一丁目１番１号　別館９階

　　　　　　　　　電話：０１７８－４３－９１０９（直通）／ＦＡＸ：０１７８－４４－３２２０

出典：「消費者庁 News Release」　令和２年９月4日発行より

　　　　　　　　　電話：０１７８－４３－２２３８（直通）

　　　　　　　　　市営住宅等指定管理者　清掃テクノ・東北産業グループ

窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください！

　　季節を問わず事故は起こり得るので常に注意が必要です。－　 

－夏頃から転落事故が増加する傾向にありますが、


